
議案第１３３号 

さいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について

さいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条

例を次のように定める。

令和元年９月４日提出

さいたま市長 清 水 勇 人  

さいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正す

る条例

さいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１３年さいた

ま市条例第２７７号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（給与の種類及び決定の基準） （給与の種類及び決定の基準） 

第２条 水道局企業職員で常時勤務を要するもの及

び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第

２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占

めるもの（以下「職員」という。）の給与の種類

は、給料及び手当とする。 

第２条 水道局企業職員で常時勤務を要するもの（

臨時に雇用される者を除く。）及び地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の５第１

項に規定する短時間勤務の職を占めるもの（以下

「職員」という。）の給与の種類は、給料及び手

当とする。 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

（扶養手当） （扶養手当） 

第５条 ［略］ 第５条 ［略］ 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計

の途がなく主としてその職員の扶養を受けている

ものをいう。 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計

の途がなく主としてその職員の扶養を受けている

ものをいう。 

 ［略］   ［略］ 

 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日 

までの間にある子 

 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日 

までの間にある子及び孫 

 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日 

までの間にある孫 
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 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

（退職手当） （退職手当） 

第１６条 ［略］ 第１６条 ［略］ 

２ 退職をした者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、管理者は、当該退職をした者（当該退職

をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職

手当の額の支払を受ける権利を承継した者）に対

し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支

給しないこととすることができる。 

２ 退職をした者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、管理者は、当該退職をした者（当該退職

をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職

手当の額の支払を受ける権利を承継した者）に対

し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支

給しないこととすることができる。 

 ［略］    ［略］ 

 地方公務員法第２８条第４項の規定による失

職をした者 

 地方公務員法第２８条第４項の規定による失 

  職（同法第１６条第１号に該当する場合を除く。

  ）をした者 

 ［略］    ［略］ 

３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 

 （会計年度任用職員の給与）  （非常勤職員等の給与） 

第２２条 水道局企業職員で会計年度任用職員（地

方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年

度任用職員をいう。以下同じ。）であるものの給 

与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、

時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とし、

 職員及びさいたま市会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例（令和元年さいたま市条例

第  号）の適用を受ける会計年度任用職員との

権衡を考慮し、支給する。 

第２２条 水道局企業職員で職員以外のものについ

ては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲

内で給与を支給する。 

２ 水道局企業職員で会計年度任用職員であるもの

が退職した場合における退職手当の支給について

は、さいたま市会計年度任用職員の給与及び費用

弁償に関する条例の適用を受ける会計年度任用職

員の例による。 

   附 則

 この条例中第５条の改正は公布の日から、第１６条の改正は令和元年１２月１４日

から、第２条及び第２２条の改正は令和２年４月１日から施行する。
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